
URL：http://www.jars.gr.jp/
トップページ ⇒ トピックス ⇒

「自動車リサイクルシステムへのインボイス番号の登録を開始しました」
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フロン類回収事業者・解体事業者の皆さまへ

自動車リサイクルシステム
インボイス番号の確認・登録をお願いします。

操作に関する問合せ先
自動車リサイクルコンタクトセンター TEL：050-3786-7755

※フロン類・エアバッグ類に関する支払明細書についてもインボイス制
度に対応した内容に変更されます。 詳細は次ページをご確認ください。

2023年10月1日から
インボイス制度が始まります！！

●9月1日より、自動車リサイクルシステムの
事業者情報登録画面にインボイス番号が
表示されます。

・インボイス登録済の方は事業者情報詳細の登録内容
を確認ください。

・インボイス番号が正しく反映されていない方は事業者
情報詳細へ登録をお願いします。

事業者情報
登録画面です

http://www.jars.gr.jp/


参考：支払明細書サンプル（2023年10月実績～）
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●取引はすべて税率１０％です。

合計額
２０，０００円

消費税
２，０００円

●送付後２週間以内に連絡がない場合確認済とします。

支払明細書の要件を追加
(国税庁Q＆A問84参照)
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２０２３／１０／０１～２０２３／１０／３１
一般社団法人
自動車再資源化協力機構

株式会社 ９９９解体 エアバッグリサイクルご担当者 様

お知らせ

（備考） 『適格請求書発行事業者登録番号は「T*************」です。』

インボイスの6要件を満たしており、税務署に確認済です。
①仕入明細書の作成者の氏名又は名称
②課税仕入れの相手方の氏名又は名称及び登録番号
③取引年月日 ④取引内容
⑤税率ごとに区分して合計した対価の額及び適用税率
⑥税率ごとに区分した消費税額等

上記②⑤⑥が追加・変更されます。（国税庁Q＆A問85参照）

貴社の登録番号が表示されます
※登録済の方のみ表示されます
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